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奈良市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

     

     

     

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

（仮称）ＪＲ奈良駅東口自

転車駐車場（地域生活基盤

施設） 

 

【内容】 

自転車駐車場の整備 

 

【実施時期】 

平成２４年度（平成２３年

度事業費の繰越） 

奈良市 ＪＲ奈良駅及び周辺までの移

動手段として自転車利用する人

たちの利便性を高め、歩道上へ

の放置自転車を減少させて安全

で快適な歩行者空間を形成する

ために、ＪＲ高架化に伴う鉄道

残地を活用して、駅東口に自転

車駐車場を整備する。 

この整備は、「歩きたくなる

まち」の目標達成に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（ＪＲ奈

良 駅 周 辺 地

区）） 

 

【実施時期】 

平成２３年度 

 

     

     

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

大和都市計画（奈良国際

文化観光都市建設計画）

道路事業三・四・四号奈

良橿原線 

 

【内容】 

歩道拡幅・電線共同溝整

備 

 

【実施時期】 

平成２２年度～ 

奈良県 ＪＲ奈良駅周辺では歩行者の往

来が多く、また、ＪＲ奈良駅前

バス停留所ではバスの発着便数

が多いにも関わらず、現況の歩

道幅員が約２ｍと狭く歩行者が

車道にあふれている等、危険な

状態となっている。そこで、本

事業は、ＪＲ奈良駅前の奈良の

玄関口にふさわしい空間整備、

狭隘な歩道の拡幅による快適で

安全な歩行空間の形成を図る。 

 この整備は、「歩きたくなる

まち」の目標達成に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路）） 

 

【実施時期】 

平成２２年度

～ 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

     

     

     

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

（仮称）ＪＲ奈良駅東口自

転車駐車場（地域生活基盤

施設） 

 

【内容】 

自転車駐車場の整備 

 

【実施時期】 

平成２３年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅及び周辺までの移

動手段として自転車利用する人

たちの利便性を高め、歩道上へ

の放置自転車を減少させて安全

で快適な歩行者空間を形成する

ために、ＪＲ高架化に伴う鉄道

残地を活用して、駅東口に自転

車駐車場を整備する。 

この整備は、「歩きたくなる

まち」の目標達成に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

【実施時期】 

平成２３年度 

 

     

     

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

新規追加 
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【事業名】 

（仮称）ＪＲ奈良駅東口駅

前広場整備事業 

 

【内容】 

ＪＲ奈良駅東口駅前広場

整備 

 

【実施期間】 

平成２２年度～ 

 

奈良市 ＪＲ奈良駅は、近鉄奈良駅と

ともに、中心市街地の玄関口で

あり、ＪＲ奈良駅付近は鉄道連

続立体交差化の事業が進められ

ている。 

しかし、現状では歩行者とバ

ス乗降客の動線が交錯し、スム

ーズな移動を阻害している。 

このため、駅前広場の整備によ

り、適切に動線を分離し、スム

ーズな移動を可能とし、利便性

を向上させることは「歩きたく

なるまち」の目標達成に必要で

ある。 

【支援措置】 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路）） 

 

【実施時期】 

平成２４年度

～ 

 

     

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

     

     

     

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

（仮称）ＪＲ奈良駅高架下

利用による施設整備事業 

 

【事業内容】 

高架下利用による施設整

備 

 

【実施期間】 

平成２２年度～ 

 

奈良市 ＪＲ奈良駅は、近鉄奈良駅と

ともに、中心市街地の玄関口で

あり、ＪＲ奈良駅付近は鉄道連

続立体交差化の事業が進められ

ている。 

しかし、現状では歩行者とバ

ス乗降客の動線が交錯し、スム

ーズな移動を阻害している。 

このため、高架下利用による施

設整備により、適切に動線を分

離し、スムーズな移動を可能と

し、利便性を向上させることは

「歩きたくなるまち」の目標達

成に必要である。 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

     

     

     

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

（仮称）ＪＲ奈良駅東口駅

前広場整備等 

 

【事業内容】 

広場整備、高架下利用によ

る施設整備 

 

【実施期間】 

平成２２年度～ 

 

奈良市 ＪＲ奈良駅は、近鉄奈良駅と

ともに、中心市街地の玄関口で

あり、ＪＲ奈良駅付近は鉄道連

続立体交差化の事業が進められ

ている。 

しかし、現状では歩行者とバ

ス乗降客の動線が交錯し、スム

ーズな移動を阻害している。 

このため、駅前広場、高架下利

用による施設整備により、適切

に動線を分離し、スムーズな移

動を可能とし、利便性を向上さ

せることは「歩きたくなるまち」

の目標達成に必要である。 

 今 後 社

会 資 本

総 合 整

備 計 画

作 成 予

定 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と

一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事

項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 
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♢４から８までに掲げる事業及び措置の実施個所 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♢４から８までに掲げる事業及び措置の実施個所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域内で実施する実施場所が特定されない事業  

・観光案内板・道標整備事業 

・放置自転車への駐輪指導事業 

・駐輪場管理運営事業 

・駐車場整備事業 

・コンベンション誘致事業 

・奈良市文化財保存事業 

・中心市街地での屋外広告物規制、ちらし・張り紙規制 

・中心市街地でのポイ捨て防止啓発事業 

・中心市街地での路上喫煙防止啓発事業 

・街なか住宅建て替え相談事業 

・正倉院展関連スタンプラリーイベント「はじまりは正倉院展」事業  

・中心市街地商業活性化事業（コンセンサス形成事業） 

・「ならブランド」創出事業 

・人材育成事業 

・商店街女性部会の結成 

・セーフティステーション事業 

・「なら定期イベント」実施事業 

・「なら燈花会」推進事業 

・「バサラ祭り」推進事業 

・平城遷都 1300 年記念事業タイアップイベント事業 

・平城遷都 1300 年記念事業ネットワーク事業 

・平城京天平祭などへのイベント参画事業 

・「奈良お買物観光まっぷ」作成事業 

・「奈良観光ボランティアガイド」育成事業 

・観光案内所の充実事業 

・観光総合案内ネットワーク構築事業 

・観光産業従事者の接客マナー向上事業 

・奈良まほろばソムリエ検定事業 

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム 

・中心市街地活性化協議会アドバイザー派遣事業 

・「お客様おもてなし運動」推進事業 

・パークアンドライド事業 

凡  例 

 道路、鉄道に関連する事業 

 施設整備等に関連する事業 

 商店街、地域等で実施する事業 

 景観に関連する事業 

 

区域内で実施する実施場所が特定されない事業  

・観光案内板・道標整備事業 

・放置自転車への駐輪指導事業 

・駐輪場管理運営事業 

・駐車場整備事業 

・コンベンション誘致事業 

・奈良市文化財保存事業 

・中心市街地での屋外広告物規制、ちらし・張り紙規制 

・中心市街地でのポイ捨て防止啓発事業 

・中心市街地での路上喫煙防止啓発事業 

・街なか住宅建て替え相談事業 

・正倉院展関連スタンプラリーイベント「はじまりは正倉院展」事業  

・中心市街地商業活性化事業（コンセンサス形成事業） 

・「ならブランド」創出事業 

・人材育成事業 

・商店街女性部会の結成 

・セーフティステーション事業 

・「なら定期イベント」実施事業 

・「なら燈花会」推進事業 

・「バサラ祭り」推進事業 

・平城遷都 1300 年記念事業タイアップイベント事業 

・平城遷都 1300 年記念事業ネットワーク事業 

・平城京天平祭などへのイベント参画事業 

・「奈良お買物観光まっぷ」作成事業 

・「奈良観光ボランティアガイド」育成事業 

・観光案内所の充実事業 

・観光総合案内ネットワーク構築事業 

・観光産業従事者の接客マナー向上事業 

・奈良まほろばソムリエ検定事業 

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム 

・中心市街地活性化協議会アドバイザー派遣事業 

・「お客様おもてなし運動」推進事業 

・パークアンドライド事業 

凡  例 

 道路、鉄道に関連する事業 

 施設整備等に関連する事業 

 商店街、地域等で実施する事業 

 景観に関連する事業 

 


